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契約健診施設で受診され窓口にて人間ドック補助金を利用する方へ

これまで、組合の契約健診施設で受診された場合、被保険者証に記載された

「（勤）」の表記により勤務税理士であることが確認できたため、補助金

40,000円が差し引かれておりました。しかし、令和7年10月1日以降、マイナ

保険証を使用して契約健診施設で受診される場合、勤務税理士であることが確

認できなくなるため、医療機関での補助金の差引が困難になります。

つきましては、大変お手数をおかけしますが、契約健診施設で受診される場合は、

医療機関窓口にて必ず下記の書類をご提示くださいますようお願いいたします。

当日ご提示いただくもの勤務税理士の方

・マイナ保険証
・資格情報通知書マイナ保険証で受診の場合

・資格確認書のみ資格確認書で受診の場合

対象：勤務税理士の方

) 必ず2点
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契約健診施設の確認方法

資格確認書・資格情報通知書の表記について

資格確認書 資格情報通知書

ホームページ右下の
ポップアップをクリック

契約健診施設で受診する時は、マイナ保険証と
資格情報通知書を忘れずに持って行きましょう！

※現在、資格確認書を紛失した場合は、資格確認書等再交付申請書が必要になります。
資確情報通知書を紛失した場合は、組合までご連絡ください。


